
2025年度 給付奨学金(新制度)  

「在籍報告（兼通学形態変更届）」 手続き案内（4月） 

 

  新制度の給付奨学金採用者は、毎年４月に 「在籍報告」により在籍状況や通学形態について、インタ

ーネット（スカラネット・パーソナル）を通じて届け出る必要があります。 

  ※今年度より 10月の「在籍報告」はなくなります。 

  定められた期限までに在籍報告を行わなかった場合は、翌月 5 月以降の給付奨学金は「廃止」になり

ますので、必ず決められた期間内に提出（入力）してください。 

休学中等により給付奨学金の支給が止まっている方も手続きが必要になりますのでご留意ください。 

［関係書類］ 

 

※【手続き方法】  

 「スカラネット・パーソナル（スカラ PS）」より、「在籍報告」の提出（入力） 

 

スカラ PS より、「在籍報告（兼通学形態変更届）」を提出（入力）していただきます。 

「在籍報告（兼通学形態変更届）の提出手続き」をよく読み、P.2以降の入力準備用紙をすべてご記入ください。 

記入後、スカラ PS より「在籍報告」の入力作業を行ってください。 

入力完了後、「受付番号」が表示されますので、入力準備用紙 P.6最下段に必ず受付番号を記入してください。 

※2024 年 12 月 31 日時点の生計維持者①と生計維持者②の扶養親族を全員入力する部分が追加されています。正しく

入力をお願いします。 

 

［入力期限］※入力期限が過ぎると、翌月から給付奨学金の振込みが止まりますので、ご注意ください。 

入力締切 令和 7年4月 14日（月）～4月 23日（水） 

入力時間 8：00 ～ 25：00 

 

［提出書類］※該当者のみ 

１）通学形態：「自宅通学」➡「自宅外通学」へ、通学形態を変更されたい方 

◆前回の「在籍報告」入力後から、「自宅外通学（通学形態）の変更」が発生した場合は、下記書類を大学まで

速やかにご提出ください。不備なく書類審査が終了後、通学形態が「自宅外通学」へ変更されます。 

（※「在籍報告」では、「自宅通学」で登録されている方は、「自宅外通学」へシステム上から変更できません。） 

 

 

 

関係書類は下記になります。本学 HP上から、各書類をダウンロードしてください。 

◆「在籍報告」手続き案内（本紙） 

◆「在籍報告（兼通学形態変更届）」の提出（入力）手続き 



① 「給付奨学金 『自宅外通学証明書類』提出書」 

➡本学 HP 「奨学金【修学支援新制度を受けている方へ】」 から書式をダウンロードしてご提出ください。 

②自宅外通学の証明書類 

➡賃貸契約書のコピー、入寮許可証のコピーなど 

２）国籍を「日本国以外」に変更された方 ・ 在留資格を変更された方 ・ 在留期間を更新された方 

◆前回の「進学届」または「現況届」入力後から、国籍または在留資格を変更・更新された場合は、下記書類を大学

まで速やかにご提出ください。 

① 「給付奨学金 『在留資格証明書類』提出書」 

➡本学 HP 「奨学金【修学支援新制度を受けている方へ】」 から書式をダウンロードしてご提出ください。 

② 在留資格に関する証明書類 

➡「在留カード」のコピー、「特別永住者証明書」の表裏両面コピー、「住民票の写し」など 

 

［提出書類］※該当者のみ（在籍キャンパスへ窓口提出または送付してください。） 

◎本郷キャンパス 

〒113-0023 東京都文京区向丘 1－19－1 

文京学院大学 学生支援グループ 修学支援担当者 宛 

◎ふじみ野キャンパス 

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1196   

文京学院大学 学生支援グループ 修学支援担当者 宛 

※特定記録郵便、レターパック等、記録の残る方法で郵送してください。  

 新制度の給付奨学金採用者は、毎年 3 月に皆さんの 1 年間の学業成績・学修状況等から、給付奨学生として

の適格性を有しているかの学業判定審査を実施しています。≪学業に係る「適格認定」≫（※今回の適格認定

では 2024年 4月～2025年 3月迄の学業成績等に基づき、判定を実施しています。） 

 

※審査の結果、今年度も「継続」となった場合は 4 月分の給付奨学金が 4 月 21 日（月）付で振り込まれます。

今年度の継続有無は、上記振込によって確認してください。事前に大学から結果をお伝えすることはできません 

※≪警告≫でも振込はありますが、先生との面談が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【奨学金に関するお問合せ】 

・本郷キャンパス 学生支援グループ 

TEL：0３-5684-4811  月～金 ８:45～17:00 

・ふじみ野キャンパス 学生支援グループ 

TEL：049-266-0035  月～金 9:00～17:00  

 

 

 

修学支援新制度（給付奨学金・授業料減免） 

 Webページ  
※書類到着についての問い合わせには応じることができません。ご了承ください。 

今年度 4月以降も給付奨学金の受給資格が継続しているかご確認ください！ 

家計に係る適格認定で≪支援区分外（対象外）≫となっている方も、今回の「在籍報告」を提出してください。 

（区分外でも給付奨学生としての資格は継続しているため、来年度の審査対象となるために手続きが必要です。） 


